
（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
〇

号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
法
の
一
部
改
正

議
員
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
最
高
の
給
与
額
（
地
域
手
当
等
の
手
当
を
除
く

）
よ
り
少
な
く
な
い
歳
費
を
受
け

。

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

各
議
院
の
議
長
は
二
百
十
八
万
二
千
円
を
、
副
議
長
は
百
五
十
九
万
三
千
円
を
、
議
員
は
百
三
十
万
千
円
を
、
そ
れ
ぞ

れ
歳
費
月
額
と
し
て
受
け
る
こ
と
。

２

平
成
十
七
年
十
二
月
に
受
け
る
期
末
手
当
の
額
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
等
と
同
様
の
調
整
を
行
う
こ
と
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
の
２
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


